
大 1

中 1

小 2

目
標
値

1 計画

2 計画

3 計画

4 計画

5 計画

健全な行財政運営の確保に向けた取組

効率的で効果的な行政経営

地方分権の推進と住民自治の充実

所管課 　企画財政部　企画政策課

達成
目標

　事務権限の移譲や規制の緩和、税財源の確保により、自治体の自主性を強化し、自由度を高める

効果 　地域住民のニーズに的確に対応した、公共サービスの提供が可能となる

指標 現状 中間年度 最終年度

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

（2018年度） （2019年度） （2020年度） （2021年度） （2022年度）

全国組織を通じた要望活
動

市単独での要望活動

権限移譲事務に係る県と
の協議

地方分権改革に関する
提案募集方式の活用

備考

項目
名称

No. 6 　権限移譲の推進

分類

現状
と

課題

　住民に最も身近な行政主体である市町村は、地域住民のニーズに的確に対応した行政サービスを
行う役割を担っており、特に中核市は一定規模以上の行財政基盤を有していることから、自己決定、
自己責任に基づく独自の施策を展開することが求められている。　
　そのため、法令による事務権限の移譲や行政サービスの決定権・裁量権の拡大、税財源の充実確
保を図るほか、事務処理特例制度の活用による都道府県から市町村への権限移譲など、地方分権
を推進する必要がある。 

取組
内容

1　住民視点に立った事務権限の移譲や税財源の充実確保などの地方分権改革の推進に関する全
1国市長会、中核市市長会などを通じた国への要望
2　権限移譲や税財源の確保などに関する市単独での国・県への要望と宮崎県市長会研究会での
1市町村連携強化に関する研究
3　事務処理特例制度による県からの移譲事務に関する多方面（人員・財政面など）からの分析・検
1討や県との協議
4　地方分権改革の提案募集方式を活用した本市独自の提案や他団体との共同提案の検討・実施

実施スケジュール



各年度取組実績

△：準備、検討　○：一部実施　◎：実施完了　－：中止

不要額

必要額

効果額

[効果額]＝不要額（取組により不要となった（生み出された）額）－必要額（取組に要した額）

中間取
組状況

・地方分権改革に関する提案募集方式において、庁内から提案のあった1件について、事
前相談を経て国へ本提案を行ったほか、19件の共同提案を行った。また、国からの支障事
例の補足照会やヒアリングなどへの対応を行った。
・本市単独及び県市長会、九州市長会、中核市市長会、全国市長会を通じて、地方分権の
推進や税財源の充実確保について国等に対して要望活動を行った。

最終取
組状況

・本提案を行った1件については、重点項目に選ばれ、関係府省庁（デジタル庁、総務省）
からは市区町村の事務負担を軽減する方策を検討し、令和5年度中に結論を出すとの回
答があった。

達成状
況評価

◎

評価理由
及び次年
度の取組
予定

・地方分権改革に関する提案募集方式において、本市から1件の本提案
を行い、国の制度改正の検討対象となった。
・次年度も引き続き、各課に対して提案募集方式の活用を促していく。

効果額
（千円）

内容・
算出
内訳

令和
４年度
(2022)



大 1

中 1

小 2

目
標
値

1 計画

2 計画

3 計画

4 計画

5 計画

健全な行財政運営の確保に向けた取組

効率的で効果的な行政経営

地方分権の推進と住民自治の充実

所管課 　地域振興部　地域コミュニティ課

達成
目標

　地域の課題は地域で解決する住民主体のまちづくりの推進

効果

・地域協議会や地域まちづくり推進委員会の更なる機能強化が図られ、自主性・自立性の高い住民
・自治の充実が図られる。
・地域における多様な主体による住民主体のまちづくりを推進することにより、地域ニーズに合った
・公共的サービスの提供につなげるなど、より効率的で効果的な行政運営が図られる。

指標 現状 中間年度 最終年度

地域コミュニティ活動交付金評価委員会*の開催数（単
年度）

5回 5回 5回

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

（2018年度） （2019年度） （2020年度） （2021年度） （2022年度）

地域まちづくりの推進体
制のあり方の検討

地域コミュニティ活動交付
金のあり方の検討・改善

備考
* 宮崎市地域コミュニティ活動交付金評価委員会　地域コミュニティ活動交付金の使途の透明性の
確保や住民自治の向上に資するために設置された委員会。

項目
名称

No. 7 　住民自治の充実

分類

現状
と

課題

　地域自治区制度の導入以降、地域協議会は地域の課題解決に向けた協議や市の施策への提言
を行い、地域まちづくり推進委員会では地域コミュニティ活動交付金を活用した地域まちづくり活動が
実践されている。また、地域自治区事務所は地域の各種団体等と調整を図りながら、必要な支援を
行っており、地域の課題が地域で解決できるよう、住民主体のまちづくりを促進している。
　しかしながら、地域課題は多様で高度化し、一律の基準で対応することが難しくなっている中で、地
域の実情に合わせて、各種団体等が主体的、あるいは連携して取り組む必要があるため、地域協議
会をはじめ、その事務局を担う地域自治区事務所の機能強化が求められている。また、各地域のま
ちづくりの将来像である「地域魅力発信プラン」の実現に向け、地域まちづくり推進委員会の活動原
資である地域コミュニティ活動交付金が効果的に活用されるよう、そのあり方を継続して検討し、使途
を見直していく必要がある。

取組
内容

1　地域まちづくりの推進体制のあり方の検討
2　地域コミュニティ活動交付金のあり方の検討・改善の取組（単年度毎に検討）

実施スケジュール



各年度取組実績

△：準備、検討　○：一部実施　◎：実施完了　－：中止

不要額

必要額

効果額

[効果額]＝不要額（取組により不要となった（生み出された）額）－必要額（取組に要した額）

中間取
組状況

４月から５月にかけて、27の地域まちづくり推進委員会に対して、ヒアリングを実施し、各地
域からの要望や課題の洗い出しを行うとともに、昨年度の評価委員会での議論や評価報
告書の内容を踏まえ、今年度の課題の論点整理を行った。
７月及び９月に評価委員会を開催し、主に地域コミュニティ活動交付金の使途に関する項
目を中心に議論を行った。今後は、10月に評価委員会による27の地域まちづくり推進委員
会へのヒアリングを実施し、評価報告書の地域別評価に反映するとともに、１１月及び１２
月の評価委員会では、地域自治区制度における検証と今後のあり方を中心に議論を深
め、評価報告書の総合評価としてまとめていく予定である。

最終取
組状況

・１２月までに、５回の評価委員会を実施し、令和３年度事業の評価のほか、今後の地域の
まちづくりの方向性を整理した報告書を作成し、１月に公表した。委員からは、地域自治区
制度の振り返るとともに、将来を見据えた今後の地域まちづくりのあり方について検討を進
めるするよう提言を受けた。

・令和５年１月に「地域まちづくりのあり方検討会」を設置し、これまでの地域まちづくりを検
証するとともに、多世代の活躍による持続可能なまちづくりのあり方を検討している。

達成状
況評価

◎

評価理由
及び次年
度の取組
予定

・令和４年度に取組むべき業務は、予定どおり実施できた。

・令和５年度上半期までを目途に行政の地域支援や地域施策のあり方
等、まちづくりの方向性について検討する。

効果額
（千円）

内容・
算出
内訳

令和
４年度
(2022)



大 1

中 1

小 2

目
標
値

1 計画

2 計画

3 計画

4 計画

5 計画

健全な行財政運営の確保に向けた取組

効率的で効果的な行政経営

地方分権の推進と住民自治の充実

所管課 　消防局　警防課

達成
目標

　応急手当法の普及体制の強化

効果
・救急車が到着するまでの間に、適切な応急手当の実施が期待され救命率の向上につながる
・各事業所等で自前で講習が実施でき、応急手当法の普及につながる

指標 現状 中間年度 最終年度

応急手当普及員の養成（年間) 60人 60人 60人

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

（2018年度） （2019年度） （2020年度） （2021年度） （2022年度）

応急手当普及員講習の
実施

受講者数2万人の達成

備考
* 応急手当普及員　24時間の講習を修了した者で、事業所内や地域において応急手当法の指導を
行うことができる者。

項目
名称

No. 8 　応急手当法の普及啓発の推進

分類

現状
と

課題

　応急手当研修センター及び各消防署所において、年間2万人の受講者を目標に応急手当の普及啓
発に取り組んでいる。
　受講申込みが重複し、十分に対応できない場合がある。

取組
内容

1　応急手当法の指導ができる応急手当普及員*の養成
2　年間受講者数2万人に向けた応急手当の普及啓発

実施スケジュール



各年度取組実績

不要額

必要額

効果額

[効果額]＝不要額（取組により不要となった（生み出された）額）－必要額（取組に要した額）

中間取
組状況

1　応急手当法の指導ができる応急手当普及員の養成 ⇒ 年次計画により7月8月に講習
会を実施し、42人の養成を行った。

2　年間受講者数2万人の目標に向けた応急手当の普及啓発 ⇒ 新型コロナウイルス感染
拡大に伴い、消防署所の救急講座は9月末までに2週間ほどしか開催できなかったため、
受講者数の目標達成は困難な状況にある。

最終取
組状況

1　応急手当普及員養成講習会を10月に実施（12人受講）し、令和4年度は合計54人の養
成を行った。
2　令和4年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により合計4ヶ月程しか講習会が開
催できなかったが、9,677人が救命講習を受講した。

達成状
況評価

○

評価理由
及び次年
度の取組
予定

令和4年度はコロナの影響により限られた期間での取り組みであったが、
Web講習等を実施するなどにより普及啓発に努めた。
次年度は救命講習普及啓発事業の活動指標として進捗管理する。

効果額
（千円）

内容・
算出
内訳

令和
4年度
(2022)


